
 

 (目的) 

第 1条 この条例は、日野市(以下「市」といいます。)にお

ける子どもの生きる権利、育つ権利、守り守られる権利、

参加する権利と子どもが健全に育つための責務に関す

る基本理念を定め、市と市民が一人ひとりの子どもの権

利を尊重し、保障、擁護することで、子どもの幸福の実

現を目指し、子どもが健全に育つことができる環境をつ

くることを目的とします。 
 


